
東庄町ふるさと納税支援業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領 
 
 
１．趣旨 
本実施要領は、「東庄町のふるさと納税寄附金の募集、寄附者管理、返礼品の開拓・管
理、ポータルサイト運用およびワンストップ特例申請等」の事務を一括して委託する事業
者を、公募型プロポーザル方式により選定するために必要な事項を定めるものである。 
 
２．契約期間 
令和８年８月３日から令和９年３月３１日まで 

※契約締結日は令和８年７月上旬を想定しているが、当該契約締結日から令和８年８月２
日までは、業務開始に向けた準備期間とし、これに係る委託料は発生しないものとする。 
 
３．業務内容（概要） 
（１）ふるさと納税業務の環境構築業務 
（２）返礼品の募集・地場産品開発・出品等及び返礼品提供事業者の育成に関する業務 
（３）ポータルサイト管理運営に関する業務 
（４）返礼品等のページデザインに関する業務 
（５）寄附金額及び寄附者のデータ管理に関する業務 
（６）寄附者及び返礼品提供事業者等からの問い合わせに関する業務 
（７）寄附者への礼状及び寄附金控除に係る申告特例申請書の送付に関する業務 
（８）返礼品提供事業者への返礼品の発注、集荷及び配送管理に関する業務 
（９）本町のふるさと納税を通じたプロモーションに関する業務 
（１０）各種分析と寄附拡大に関する業務 
（１１）寄附金の募集に要する経費の管理に関する業務 
（１２）その他 
 
４．選定方式 
公募型プロポーザル方式 

 
 
 



５．参加資格要件 
本プロポーザルに参加する者は、次の（１）～（８）の事項を満たすこと。 
（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の規定に該当しないこ
と。 

（２）手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者又は本業務の契
約締結日前６箇月以内に手形、小切手を不渡りした者でないこと。 
（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の申
立てがなされていないこと。 

（４）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続開始の申
立てがなされていないこと。 

（５）東庄町建設工事請負業者等指名停止措置要領（平成１２年東庄町告示第７２号）に
基づく指名停止措置又は東庄町契約に係る暴力団等排除措置要綱（平成２４年東庄町条
例第１号）に基づく入札参加除外措置を令和８年５月１５日から本業務の契約締結日ま
での間、受けていない者であること。 

（６）過去３年以内に、地方公共団体からふるさと納税業務の受託実績がある者。 
（７）寄附者情報、個人情報を適正に管理できる体制（プライバシーマーク取得または同 
等の情報セキュリティ体制）を有すること。（【様式４】業務実施体制調書の項目５個人
情報の取扱いや情報キュリティの対応についての取組内容に記載すること。） 
（８）税金等の未納がない者。 
 
６ スケジュール 
Ｎｏ． 項目 日程 
１ 公告 令和８年５月１８日（月） 
２ 質問書の受付期限 令和８年５月２２日（金）午後５時 
３ 質問書に対する回答期限 令和８年５月２６日（火） 
４ 参加申込書の提出期限 令和８年６月５日（金）午後５時 
５ 参加資格審査結果通知 令和８年６月８日（月） 
６ 企画提案書提出期限 令和８年６月１９日（金）午後５時 
７ プレゼンテーション及びヒアリング 令和８年６月２５日（木） 
８ 審査結果通知 令和８年６月３０日（火） 
９ 各ポータルサイト掲載開始 令和８年８月３日（月） 
※上記のスケジュールは、状況により変更する場合がある 



７．質問書の提出 
本プロポーザル、業務内容に関する質問がある場合は、質問書（様式７）を次のとおり
提出すること。なお、指定した受付期間、提出方法によらない質問は一切受付しない。 
（１）提出期限 
令和８年５月２２日（金）午後５時 

（２）提出先及び方法 
「１５．事務局」のメールアドレスへ「東庄町ふるさと納税支援業務委託に係る公募型
プロポーザル質問書（事業者名）」とするメールへの添付により提出すること。 
（３）質問への回答 
令和８年５月２６日（火）までに、本町ホームページ上で回答する。なお、回答に対
する再質問は受け付けない。また、質問に対する回答をもって本実施要領を追加補正し
たものとみなす。 

 
８．参加申込および参加資格審査結果の通知について 
本プロポーザルへの参加を希望する事業者は、次により書類を提出すること。 
（１）提出書類 
ア プロポーザル参加表明書（様式１）   １部 
イ 事業者概要書（様式２）    １部 
ウ 会社・法人の全部事項証明書   １部 
※３か月以内に発行されたもの。 

エ 法人・法人事業税、消費税及び地方税納税証明書  １部 
※３か月以内に発行されたもの 

オ 財務諸表等          １部 
※最新年度の貸借対照表、損益計算書 

カ 実績一覧表（様式３）    １部 
（２）提出期限 令和８年６月５日（金）午後５時 
（３）提出方法 
持参または郵送にて、「１５．事務局」へ提出すること。 
※郵送の場合は提出期限必着、配達記録が残るものに限る。 
（４）参加資格審査結果の通知 
プロポーザル参加表明書等の提出があった事業者へ、６月８日（月）に参加資格審査
結果をメールにて通知する。 



９．提案書類の作成及び提出等 
本プロポーザルへの参加資格を有する事業者は、次により書類を提出すること。 
（１）提出書類 
ア 業務実施体制調書（様式４） １部 
イ 配置予定技術者調書（様式５） １部 
ウ 見積書（様式６）   １部 
エ 企画提案書      正本１部、副本１０部 
（２）提出期限 
令和８月６月１９日（金）午後５時 

（３）提出方法 
持参または郵送にて、「１５．事務局」へ提出すること。 
※郵送の場合は提出期限必着、配達記録が残るものに限る。 
（４）参加辞退 
プロポーザル参加表明書の提出後または、参加資格審査結果通知後に参加を辞退する場
合は、参加辞退届（様式８）を提出すること。 
 
１０．企画提案書 
企画提案書は、下記（１）から（５）までを作成すること。なお、作成にあたっては、

総務省が定める「ふるさと納税に係る経費率（寄附金額の５割以下）」を遵守する前提で
見積もり及び計画を策定すること。 
（１）ふるさと納税業務の運用計画 
寄附者対応、返礼品管理、ワンストップ特例事務、ポータルサイト運用等の業務遂行計 
画。 

（２）寄附獲得に向けた戦略的提案 
東庄町の魅力を最大化し、寄附獲得を促進するためのマーケティング計画、広報戦略、
返礼品開発提案。 

（３）東庄町広報素材等の作成に関する提案 
返礼品や地域の魅力紹介に使用する写真、動画、ページデザイン等の制作案。 
※本業務において作成した画像データ、コンテンツ等の著作権（著作権法第２７条及び
第２８条の権利を含む）は、全て東庄町に帰属するものとする。 
（４）業務引継ぎ計画書 



現東庄町ふるさと納税支援業務委託事業者からの業務移行に際し、寄附者データ、返
礼品事業者情報、進行中の案件 等を支障なく移行するための具体的なスケジュール、
データ管理の移行手順、および移行期間中の寄附者対応維持のための対策。 
（５）経費率遵守に関する誓約書（様式任意） 
総務省が定める経費率（寄附金額の５割以下）を厳守し、内訳（返礼品調達費、送
料、決済手数料、委託手数料等）を透明化することへの同意。 
（６）企画提案書の製本方法 
企画提案書は、以下の仕様に従い製本すること。 
➀用紙 
・用紙サイズ：Ａ４判またはＡ３判 
・両面印刷を推奨 
②表紙 
・企業名、提案日、「東庄町ふるさと納税支援業務委託 企画書」と記載 
・カラー印刷可 
③綴じ方 
・左綴じ 
④ページ番号 
・各ページにページ番号を記載すること（表紙を１ページ目とする）。 
⑤目次 
・各ページに目次を付けること。 
⑥その他 
・企画書の総ページ数は、５０ページ以内とすること。 
・見出しや強調部分は、適切に装飾して見やすくすること。 
（７）提出部数 
上記（１）～（５）を網羅したものを正本１部、副本１０部提出すること。 
・正本：事業者代表者印を押印したもの。 
・副本：正本と同一のもの（印鑑不要）。 
・副本は、審査委員に配布するため、全て同じ内容・形式であること。 
 
１１．審査、評価及び選定 
（１）審査委員会の設置 



提案書類の審査、評価及び最も優れている参加者の選定は、「東庄町ふるさと納税業務
支援委託業者審査委員会（以下「審査委員会」という。）において行うものとする。 
（２）プレゼンテーションの実施 
選定委員会において対面形式によるプレゼンテーションを行うものとする。 
ア 説明順序 
提案書類の提出順とする。提出が同時であった場合は、事務局において抽選をし、説明
順序を決定する。 
イ 説明時間 
１社当たり３０分以内とする。その後、審査委員による質疑応答を１５分程度行う。 
ウ 実施日 
令和８年６月２５日（木） 詳細な時間等は別途通知する。 
エ 実施場所 
東庄町役場１階 会議室２ 
オ その他 
プレゼンテーションは非公開とする。 

内容は、提出のあった提案内容に基づくものとし、追加提案や追加資料は認めない。 
プレゼンテーションの出席者は５名以内とする。 
（事前連絡のうえ、必要に応じてプロジェクター、スクリーンの貸出可。） 
プレゼンテーションの応募者が１社の場合でも審査を行うものとする。 
応募事業者が５者以上の場合は、プレゼンテーション実施前に提案書等にて対象事業者４
者を選考し、プレゼンテーションを実施する。 
（３）プロポーザルの参加辞退 
提案書類の提出後に参加を辞退する場合は、参加辞退届（様式８）を提出すること。 
（４）審査項目及び配点 
詳細な審査項目及び配点については、別紙「公募型プロポーザル評価基準表」を参照す
ること。 
（５）優先交渉権者の選定にあたっては、公募型プロポーザルとしてプレゼンテーション 
による審査にて選考する。 
（６）審査結果 
審査結果は、令和８年６月３０日（火）に審査終了後、参加者にメールにて通知する。

なお、評価に関する質問には一切応じないものとし、また、審査結果に対する異議は一切
受け付けない。 



 
１２．契約締結の交渉 
（１）契約締結 
優先交渉権者は、本町との協議調整の後、仕様の条件を満たしていることを確認できた

場合、本業務に関わる契約を本町と締結するものとする。 
（２）契約期間と更新 
業務履行状況が良好である場合、以下のとおり随意契約により契約を更新することがあ 
る。 
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、契約を更新せず、新たにプロポーザルを実
施することがある。 

➀業務履行状況が不良と認められた場合 
➁寄附者からの苦情が多数ある場合 
③その他、本町が契約更新に不適切と判断した場合 

（３）経費率の遵守 
総務省が定める「ふるさと納税に係る経費率（寄附金額の５割以下）」を遵守すること
を条件とする。 
経費率が５０％を超える場合は、以下の対応を求める。 

➀経費削減計画の提出 
②必要に応じて契約内容の見直し協議 
③改善されない場合は契約解除の対象となる可能性がある。 
 
１３．提案書等の無効 
次のいずれかに該当する場合は、その参加者の提案は無効とする。 
（１）提出書類に虚偽の記載があるとき。 
（２）総務省が定める経費率（寄付金額の５割以下）を厳守出来ないことが判明したと
き。 
（３）契約を締結するまでに、参加資格要件を満たさなくなったとき。 
（４）提案に関して、談合等の不正行為があったとき。 
（５）本要領の配布後から契約を締結するまでに、本町職員及び公職にある者と不当な接
触を行ったとき。 
（６）その他、本町が指示した事項及び条件に反しているとき。 
 



１４．留意事項 
（１）本プロポーザルに係る提案書等の作成、提出及びプレゼンテーション等に要する 
用は、全て参加者の負担とする。 
（２）業務を円滑に履行するために必要な事前準備業務については、全て参加者負担とす
る。 
（３）優先交渉権者決定後、事業の円滑かつ具体的な実施に向けて、提案内容の変更や新
たな提案を求める場合がある。 
（４）本プロポーザルに参加したことにより知り得た事項については、本町の許可を得な
いでこれを公表することを禁止するとともに、その秘密を他に漏らしてはならない。 
（５）東庄町情報公開条例に基づく開示請求があった場合は、原則として開示の対象文書
となる。ただし、事業を営むうえで、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害
すると認められる情報は不開示となる場合があるため、この情報に該当すると考える部分
がある場合には、あらかじめ文書により申し出ること。なお、本プロポーザルの契約候補
者特定前において、決定に影響がでるおそれがある情報については決定後の開示とする。 
（６）提出書類は必着とし、郵便事故等に係る異議申し立ては認めない。 
 
１５．事務局 
東庄町総務課企画財政係 
住所：〒２８９－０６９２千葉県香取郡東庄町笹川い４７１３番地１３１ 
東庄町役場２階１３番窓口 
TEL：０４７８－８６－６０８４ 
E-mail：furusato＠town.tohnosho.lg.jp 
 


